
規 則
○総合振興局長等事務委任規則の一部を改正する規則  （人事課）　 1
○保健所長事務委任規則の一部を改正する規則  （人事課）　 1

訓 令
○北海道文書管理規程の一部を改正する訓令  （文書課）　 1
○機構改正に伴う関係訓令の整備に関する訓令  （人事課）　 2

規 則

　総合振興局長等事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和６年３月29日

北海道知事　鈴　木　直　道
北海道規則第30号
　　　総合振興局長等事務委任規則の一部を改正する規則
　総合振興局長等事務委任規則（昭和23年北海道規則第80号）の一部を次のように改正す
る。
　経済部の項３の事項83中「第８条第２項第１号リただし書」を「第８条第２項第１号リ」
に、同事項84中「第12条第２項第６号ただし書」を「第12条第２項第６号」に改める。
　農政部の項14の事項中「15の項」を「15の２の項」に改める。
　水産林務部の項３の事項中⑷から⑹までを削り、⑺を⑷とし、⑻から⑿までを⑸から⑼ま
でとする。
　　　附　則
　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　保健所長事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和６年３月29日

北海道知事　鈴　木　直　道
北海道規則第31号
　　　保健所長事務委任規則の一部を改正する規則

　保健所長事務委任規則（昭和57年北海道規則第10号）の一部を次のように改正する。
　第31号中「第23条第１項」を「第24条第１項」に改める。
　第35号モ中「第44条の３第４項及び第５項」を「第44条の３第７項及び第８項」に改める。
　　　附　則
　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

訓 令

北海道訓令第４号
本　　　　　庁
出　先　機　関

　北海道文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
　　令和６年３月29日

北海道知事　鈴　木　直　道
　　　北海道文書管理規程の一部を改正する訓令
　北海道文書管理規程（平成10年北海道訓令第７号）の一部を次のように改正する。
　別表の付表中
「
行政局財産課
行政局改革推進課

財　　産
改　　革　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
行政局学事課
行政局法人団体課
イノベーション推進局改革推進課
イノベーション推進局情報政策課
イノベーション推進局財産課

学　　事
法　　人
改　　革
情　　政
財　　産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
財政局税務課
教育・法人局学事課
教育・法人局法人団体課

税　　務
学　　事
法　　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
財政局税務課 税　　務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
次世代社会戦略局デジタルトランスフォーメーション推進課
次世代社会戦略局情報政策課

デ ジ 推
情　　政　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
次世代社会戦略局デジタルトランスフォーメーション推進課 デ ジ 推　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
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「
経済企画局経済企画課
経済企画局国際経済課

経　　企
国　　経　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
経済企画局経済企画課 経　　企　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課
ゼロカーボン推進局地球温暖化対策課

ゼ　　戦
温　　対　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 ゼ　　戦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、「食の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
安全推進局食品政策課」を「食の安全・みどりの農業推進局食品政策課」に、
「
水産局水産振興課
水産局漁港漁村課
水産局漁業管理課
水産局全国豊かな海づくり大会推進室

水　　振
漁　　港
漁　　管
北 豊 海

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
水産局漁港漁場課
水産局漁業管理課

漁　　港
漁　　管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
森林環境局森林活用課
森林環境局道有林課

森　　活
道 有 林　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「
森林海洋環境局森林海洋環境課
森林海洋環境局道有林課
森林海洋環境局成長産業課

森　　海
道 有 林
成　　長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　附　則
　この訓令は、令和６年４月１日から施行する。

北海道訓令第５号
本　　　　　庁
出　先　機　関

　機構改正に伴う関係訓令の整備に関する訓令を次のように定める。
　　令和６年３月29日

北海道知事　鈴　木　直　道
　　　機構改正に伴う関係訓令の整備に関する訓令
　（北海道自家用電気工作物保安規程の一部改正）

第 １条　北海道自家用電気工作物保安規程（昭和42年北海道訓令第20号）の一部を次のよう
に改正する。

　 　第３条第１項中「総務部長、総合政策部次世代社会戦略監」を「総務部イノベーション
推進監」に改め、同条第２項中「総務部長」を「総務部イノベーション推進監」に改める。

　　第５条第２項中「総務部長」を「総務部イノベーション推進監」に改める。
　　別表第１中「総務部長の」を「総務部イノベーション推進監の」に、
「

総 務 部 長 総 合 政 策 部
次世代社会戦略監

次世代社会戦略局
デジタル化推進担当局長

総務部総務課長 情 報 政 策 課
情報基盤担当課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

総 務 部
イノベーション推進監

イノベーション推進局
財 産 担 当 局 長

イノベーション推進局長

財 産 課
財産企画担当課長

情 報 政 策 課
情報基盤担当課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　（北海道総合行政情報ネットワーク通信取扱規程の一部改正）
第 ２条　北海道総合行政情報ネットワーク通信取扱規程（平成８年北海道訓令第１号）の一
部を次のように改正する。

　 　第８条第１項中「総合政策部次世代社会戦略監」を「総務部イノベーション推進監」に
改める。

　 　第９条第１項第１号中「総合政策部次世代社会戦略局情報政策課情報基盤担当課長」を
「総務部イノベーション推進局情報政策課情報基盤担当課長」に改める。

　 　第19条（見出しを含む。）中「総合政策部次世代社会戦略監」を「総務部イノベーショ
ン推進監」に改める。
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　（北海道有林野の整備及び管理に関する規程の一部改正）
第 ３条　北海道有林野の整備及び管理に関する規程（平成14年北海道訓令第17号）の一部を
次のように改正する。
　第６条第１項、第７条ただし書、第９条第１項、第11条、第12条、第14条、第15条、第16
条、第17条及び第18条（見出しを含む。）中「水産林務部長」を「森と海の未来づくり推進
監」に改める。
　（競争入札参加者審査委員会規程の一部改正）
第 ４条　競争入札参加者審査委員会規程（昭和48年北海道訓令第６号）の一部を次のように
改正する。
　　第２条第３項中「、次世代社会戦略監」を削る。
　　

別表中
「総　務　部　　総務課長　　　　　　　　　　　

を「総務部　　総務課長　イ
　　　　　　総合政策部　　次世代社会戦略局情報政策課長」　　　　　　　　　　　　　
ノベーション推進局情報政策課長」に改める。
　　　附　則
　この訓令は、令和６年４月１日から施行する。
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